
食品衛生法上の措置の要否を検討。措置が必要と判断された場合、食品衛生監視部会等においてさらに議論・検討。

＜中・長期的対応の例＞
基準策定（法第13条）、販売禁止措置（法第６条、法第７条）、指定成分措置（法第８条） など

＜短期的対応の例＞
注意喚起・改善指導（運用上の対応）、流通防止措置（法第６条違反による法第59条の適用） など

機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会と今般設置するＷＧの目的等について

都道府県等から厚生労働省に健康被害情報を報告

都道府県等が聞き取った情報を基に、食品との関連性を総合的に評価

食品との関連が否定できる

食品衛生法上の措置の必要なし 引き続き情報収集

食品との関連が否定できない その他（情報不足など）

(参考：措置の要否の検討のイメージ）

◎機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会 ◎今般設置するＷＧ

目的 食品衛生法上の必要な措置の要否を検討する。

検討
事項

⑴都道府県等から厚生労働省に報告された健康被害について、都道府県等
が消費者、医師等から聞き取った情報を基に、個々の事例における食品と
の関連性を総合的に評価する。

⑵短期的対応として、流通防止等の措置の要否を検討する。

⑶中・長期的対応として、基準策定等の措置の要否を検討する。

⑴都道府県等から厚生労働省に報告された健康被害について、都道府県等が消
費者、医師等から聞き取った情報を基に、食品との関連性を総合的に評価する。
その際、今般の紅麹関連製品による健康被害については、厚生労働省が国立
医薬品食品衛生研究所等と連携して原因究明を行い、以下の事実が判明してい
るため、これらに該当する症例を対象として、必要な措置を検討する。

⑵短期的対応については、法第59条に基づき、大阪市が当該製品に対する回収
命令をかけており、既に流通防止措置がとられていることから、措置済み。
⑶中・長期的対応について、要否を検討する。

⑴

⑵

⑶

（判明している事実）
①令和５年７月以降に出荷された製品にプベルル酸が含まれること。
②動物実験等により、プベルル酸が、近位尿細管変性・壊死等の腎障害を引
き起こすこと。

※青線は今回設置するＷＧでの流れ
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